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朝
鮮
通
信
使
の
通
行
と

【
研
究
ノ
ー
ト
】

地

域

の

負

担

に

つ

い

て

の

覚

え

書

き

ｌ
小
田
原
に
お
け
る
饗
応
接
待
の
食
材
（
鶏
と
玉
子
）
の
調
達
に
つ
い
て
Ｉ

【
要
約
】

朝
鮮
通
信
使
の
通
行
と
地
域
の
負
担
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
基
礎
作
業
の
一
つ
と

し
て
、
宝
暦
度
来
日
時
の
小
田
原
宿
で
の
食
材
調
達
に
つ
い
て
鶏
と
玉
子
に
焦
点
を

絞
っ
て
そ
の
実
態
を
ま
と
め
た
。
ま
ず
大
磯
宿
で
の
史
料
に
よ
っ
て
昼
食
に
使
わ
れ

た
食
材
を
確
認
し
た
。
次
に
小
田
原
宿
で
の
鶏
と
玉
子
の
調
達
に
関
連
す
る
史
料
を

示
し
、
調
達
の
経
過
を
具
体
的
に
確
認
し
た
。
ま
た
村
方
へ
の
指
示
は
地
方
役
所
が

担
当
す
る
こ
と
、
調
達
は
個
別
の
村
で
は
な
く
「
組
合
」
単
位
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
各
「
組
合
」
へ
の
割
当
員
数
の
算
出
基
準
を
考
察

し
、
同
じ
朝
鮮
通
信
使
通
行
に
関
わ
る
負
担
で
あ
る
酒
匂
川
仮
橋
架
橋
役
は
実
状
を

反
映
し
た
村
高
で
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
鶏
・
玉
子
は
藩
の
公
認
生
産
高
で

あ
る
「
割
付
高
」
を
基
準
と
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
最
後
に
村
側
の
対
応
を
確
認

し
た
。
「
組
合
」
単
位
で
の
割
当
員
数
は
代
銭
に
換
算
し
て
「
組
合
」
内
の
各
村
に

割
り
振
ら
れ
る
。
村
人
か
ら
は
銭
で
徴
収
さ
れ
る
が
、
そ
の
割
当
て
は
高
割
り
の
村

と
軒
割
り
の
村
が
あ
る
。
村
で
は
銭
を
集
め
て
い
る
が
代
銭
納
で
は
な
く
現
物
納
で

あ
る
。
村
側
は
「
組
合
」
単
位
で
、
専
門
業
者
と
思
わ
れ
る
も
の
か
ら
鶏
・
玉
子
を

買
い
入
れ
て
納
入
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
活
字
史
料
の
中
に
鶏
を
鶴
と
読

み
誤
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
気
づ
い
た
も
の
を
補
注
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
朝
鮮
通
信
使
・
小
田
原
宿
・
鶏
と
玉
子

古

宮

雅

明

朝
鮮
通
信
使
の
来
日
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
日
朝
間
の
友
好
関
係
を
象
徴
す
る
も

の
で
あ
り
、
幕
府
は
国
を
挙
げ
て
こ
れ
を
歓
待
し
た
。
ま
た
一
般
庶
民
に
と
っ
て
も

異
国
人
を
ま
の
あ
た
り
に
で
き
る
数
少
な
い
機
会
で
あ
り
、
そ
の
交
流
に
よ
っ
て
庶

（

１

）

民
文
化
に
も
様
々
な
影
響
を
残
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
通

信
使
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
使
節
団
一
行
が
通
行
し
た
地
域
の
村
々
は
様
々
な
負

担
を
求
め
ら
れ
た
事
も
事
実
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
使
節
団
通
行
に
必
要
な
人
馬
の

提
供
、
街
道
の
臨
時
施
設
（
雪
隠
や
茶
屋
）
の
設
置
、
舟
橋
架
橋
の
資
材
や
労
力
の

提
供
、
宿
泊
・
昼
休
場
所
で
の
饗
応
接
待
に
必
要
な
労
力
と
食
材
の
提
供
な
ど
で
あ

る
が
、
朝
鮮
通
信
使
通
行
に
関
わ
る
在
地
の
史
料
の
中
に
こ
う
し
た
負
担
の
軽
減
・

免
除
を
歎
願
す
る
文
書
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
事
は
、
そ
の
負
担
が
決
し
て

軽
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
朝
鮮
通
信
使
の
来
日

と
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
地
域
の
負
担
の
面
か
ら
の
考
察
も
必
要
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
地
域
の
負
担
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
多
く
は

（

２

）

な
く
、
神
奈
川
県
域
で
は
前
後
皿
回
の
使
節
団
の
東
海
道
往
復
に
際
し
て
様
々
な
負

担
が
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
関
係
史
料
が
散
在
し
て
い
る
な
ど
の
制
約

も
あ
っ
て
か
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
地
域
の
負
担
の
面
か
ら
朝
鮮
通
信
使
来
日
の
意
味
を

考
察
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
饗
応
接
待
に
使
わ
れ
た
食
材
の
調

達
の
具
体
的
様
子
を
覚
え
書
き
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
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朝
鮮
通
信
使
一
行
は
神
奈
川
県
域
で
は
箱
根
、
小
田
原
、
大
磯
、
藤
沢
、
戸
塚
、

（

３

）

神
奈
川
の
各
宿
で
宿
泊
ま
た
は
昼
休
を
と
り
そ
の
つ
ど
豪
華
な
饗
応
接
待
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
食
材
が
使
わ
れ
た
の
か
を
確
認

し
て
お
く
。
大
磯
宿
は
毎
回
昼
休
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
神
奈
川
県
立
公
文
書

（

４

）

館
所
蔵
の
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
通
行
時
の
関
係
史
料
か
ら
昼
食
の
食
材
の
概

容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
昼
食
は
、
正
使
か
ら
次
官
ま
で
の
上
級
官
人
に
は
賄
方

か
ら
食
材
が
提
供
さ
れ
て
随
行
の
調
理
人
が
こ
れ
を
調
理
し
、
中
官
以
下
の
随
行
員

に
は
賄
方
が
用
意
し
た
料
理
が
出
さ
れ
た
。
ま
ず
中
官
・
小
童
の
昼
食
の
献
立
は
っ

（

５

）

ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

大

こ

ん

人

志

ん

鰭

松

た

け

二
汁
七
菜

小中
童官

ミ

せ
う
力

き
ん
か
ん

く
り

平
目

|I’

御
料
理
献
立

汁

徒
く
い
も

椎
茸

祢
き

津
み
い
れ
ほ
ら

釘
打
へ
ギ

菓

子

重亙焼
引物引

而
桜甘
煮鯛

せ
ん
し
茶

鶏

．

ク

濃

醤

く

わ

ゐ

木

く

ら

け

~
~伊
勢

海

老

つ

く

い

も

煮

物

松

茸

玉

子

干

せ

ん

ま

い

香
物

れ

ん

こ

ん

和
物

に

ん

し

ん

よ う ま
う つん
から ち

ん焼う

先
生
｝
）

奈
良
漬
瓜

味
噌
漬
大
根

~~~切つつ

す

ま

し

汁

す

樹

き

ゆ

食

－60－



以
下
、
「
下
官
」
「
通
詞
」
「
通
訶
下
々
」
と
身
分
が
下
る
に
従
っ
て
一
汁
五
菜
、

一
汁
四
菜
と
な
る
が
、
表
１
に
こ
れ
ら
の
料
理
に
使
わ
れ
て
い
る
食
材
を
ま
と
め

た
。

ま
た
同
史
料
中
の
「
相
模
国
大
磯
宿
朝
鮮
人
昼
休
下
行
方
諸
道
具
帳
」
に
は
上
級

官
人
に
提
供
さ
れ
た
食
材
と
そ
の
分
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
初
め
の
部
分
だ
け
を

引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

下

行

渡

覚

正

使

副

使

従

事

（

貼

紙

）

「

是

ハ

三

使

と

言

又

信

使

共

」

一

白

米

弐

斗

以
下
、
「
上
々
官
」
「
上
判
事
」
「
製
述
官
」
「
上
官
、
次
官
」
に
分
け
て
食
材
と
そ

の
分
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
表
２
は
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
白
味
噌
七
合
五
夕

一
醤
油
三
合

一

酢

三

合

一
胡
麻
油
弐
合
五
夕

一
塩
弐
合
五
夕

（
中
略
）

一

鯛

壱

枚

但

長

壱

尺

五

寸

一

鰡

壱

本

但

長

壱

尺

弐

寸

（
以
下
略
）

表
１
．
２
に
挙
げ
ら
れ
た
食
材
は
、
野
菜
・
果
物
類
、
魚
介
類
、
鳥
獣
類
、
調
味

料
・
香
辛
料
類
、
菓
子
・
嗜
好
品
類
等
に
な
る
。
朝
鮮
通
信
使
の
饗
応
料
理
に
つ
い

（

６

）

て
は
高
正
晴
子
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
食
材
に
つ
い
て
も
細
か
く
報
告
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
だ
い
た
い
毎
回
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
食
材
が
使
わ
れ
て
お

り
、
大
磯
宿
で
使
わ
れ
た
食
材
も
具
体
的
品
目
は
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
宿
泊
地
で
あ
っ
た
小
田
原
宿
や
藤
沢
宿
な
ど
で
も
同
様
の
食
材

が
用
意
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
食
材
は
胡
椒
や
砂
糖
な
ど
の
よ
う

に
村
方
で
は
入
手
が
難
し
い
品
を
除
け
ば
基
本
的
に
は
宿
所
や
昼
休
所
と
な
っ
た
宿

場
近
隣
の
村
々
か
ら
調
達
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
小
田
原
宿
で
の
鶏
と
玉

子
の
調
達
に
つ
い
て
、
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
の
通
行
時
の
事
例
に
も
触
れ
な
が

表1 大磯宿昼食献立の食材

その他

奈良漬

味噌漬

まんじゆう

うつら焼き

羊義

酒

せんじ茶

類獣
鶏
誇
吾

烏魚介類

鯛

甘鯛

ヒラメ

ほうぼう

鋤

いなだ

はた

ボラ

鱸

蛸

アワビ

伊勢エビ

ウナギ

かまぼこ

串子

野菜･果物類

大根

人参

ゴボウ

里芋

長芋

つく芋

クワイ

蓮根

ネギ

浅葱

菜

椎茸

松茸

岩茸

キクラゲ

独活

干瓢

干ワラビ

金柑

柚子

山椒

ショウガ

梨
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汁 冨 （ 針 苛 望 ）

蕊 （ 寺 が ｓ ）

弄 堀 疎 汁 蒄

号 鈩 Ｆ ｓ 季

い き 丙 む く

甥 子 伝 昏 動

珊 嗣 跡 戸

駐 藷 Ｓ 羊

八 Ｕ 〈 ぐ 亘 嘩

謡 （ 蔀 ）

ご × 中 山

細 笠 勇

箭 露 輔

蛸 隅 升

卦 制 裁

註 詞 苗

テ 洲 羊

十 ． リ ア セ ー

、 ｒ Ｉ 寺 Ｌ 〃 〆 Ⅱ ０

田 男 渥

蕊 罫
静 耕

肝 咄
副 詞
静 輔

序 ら
汁 蒄

溌 昌

ヰ 霊
暇 註

訊 卦
熱 群

剛 特
卦 宙

嚇 苗
Ｅ 茜

射 州
謝 詞

湯 船
田 沫

苓 嚇

判 彦 酔 叱合 一
詞 皿
鼈

罰
毒

瀬
蹟

尋
汗

蛾
僻

僻
鴬

蕪

月 寓 ・ 聖 寓 ・ 詳 珊

い ぺ Ｕ 酌 １ １ や 刎 守

』 賛 』 知 切 斗

骨 ご 箇 斗

陣 商 切 卑

噛 叫 、 、

噌 叫 印 、

噛 叫 印 、

函 叩 印 、

司 咋 印 、

母 田 接

卑 田 様

稚 郭
弓 造

-俵 ヨ
1

下 訶
下 郡

“

熟
画 口，

画 叫

ｍ Ｋ Ｕ

画 目
、 卦

、 八 Ｕ

、 八 〕

函 寺 田

画 斗 田

切 八 Ｕ

切 掛
切 掛
印 掛

切 針
切 掛

、 八 〕

四 八 〕

“

対
函 八 〕

司 八 Ｕ

印 遣
単 叩
い 中

噛 圭

ｰ ロウ
ｰ 鉾

』 】 】

ｰ 骨
ｰ 壷

ｰ 口，
ｰ 口，
ｰ ﾛ，

ｰ ヨ

ｰ 口，
ｰ 露

削 心 汁 藩 司 伽 ” 剴 載 部 ｌ 洲

片 却 叫

ｌ ③ 四 １

畠 商 い 申 い 同

認 肯 唖 申 四 阿

認 皆 唖 申 四 阿

認 商 的 牛 四 回

四 八 Ｕ ⑭ １ １ や 訓 ↓

二 海 ③ 申 ③ 回

』 針 ］ 知 い ４

晨 曽 ］ 知 画 斗

い ゆ 印 、

画 叩 印 画

“ 叩 、 、

画 叫 、 、

』 半 切 叫

』 斗 田 韮 咋

』 斗 田 睾 卜

己 酋
切 斗 田

画 叫

【
､Q 肯
画 中
函 叩

心 八 〕

い ］
今 八 〕

一 八 Ｕ

』 八 Ｕ

函 叩

心 く Ｕ

吟 針
心 骨

画 斗 暉

心 骨
↑ 針

、 く Ｕ

【
､9 0

9
コ 誉
四 八 Ｕ

『 八 〕

切 商
切 叫

ｰ 熟
ｰ 針
ｰ 串

ｰ 口’
ｰ ロ
ウ
ｰ ﾛ，
ｰ 口，

ｰ 賛
ｰ －
’
ｰ ﾛ，

』 】 】

ｰ -針

庁 竺 畑 ・ 鰹 筥 呵

幽 商 司 牛 、 周

］ 許 』 油 四 斗

い

司 皆 切 津

い ゅ 、 、

』 商 切 印

昌 叩 印 画

』 半 切 叩

辱 田 器

弓 田 稚

器 扉

心 つ 皿

Ｆ Ｃ 皿

ｑ 斗 田

画 、

一 八 Ｕ

心 八 Ｕ

心 外

心 ~
K

U

画 口
，
一 八 Ｕ

心 掛

画 一 唾

画 鉾

、 八 Ｕ

~ ロウ
函 引

↑ 骨
画 叫

ｰ 索
ｰ 串
ｰ ﾛウ
ｰ 口
，
ｰ 口’
ｰ ロウ

ｰ 口
，
ｰ 鉾

ｰ 判
』 当 】

ｰ ｡
ｰ ｡

ｰ 口
，
ｰ 口
，

ｰ 卦
ｰ 針
ｰ 針

ｰ ｡
ｰ ｡

什 叫 ・ 涛 醐 （ 卑 扇 シ ヰ ）

』 半 的 中 司 宙 口 斗

勗 対 ］ 油 、 ４

軍 巧 叩 切 、

』 扉 『 寺 切 回

』 届 肯 切 卑

司 叩 印 、

司 商 切 寺

『 叩 印 画

『 叩 、 、

司 叩 印 画

』 半 切 叩

〕 半 切 心

］ 半 切 叩

」 半 切 圭

画 函 切 一 画

司 引 雑

函 穐 演

培 い 商

つ Ｃ 一 国

鴎 針
ざ 許

い つ 一 画

偉 い 斗 田

」 ｍ Ｋ Ｕ

旨 切 斗 暉

』 切 八 Ｕ

四 熟
“ 壷

“ 】 】



ら
、
関
係
史
料
が
比
較
的
残
さ
れ
て
い
る
宝
暦
十
四
年
通
行
時
の
事
例
を
中
心
に
ま

と
め
る
。

宝
暦
十
四
年
の
小
田
原
宿
止
宿
に
際
し
て
の
鶏
と
玉
子
調
達
に
関
連
す
る
史
料
を

瀬
戸
家
文
書
、
稲
子
家
文
書
、
井
上
家
文
言
か
ら
拾
い
だ
し
て
時
間
の
経
過
に
沿
っ

て
ま
と
め
た
も
の
を
は
じ
め
に
挙
げ
て
お
く
。
瀬
戸
家
文
書
は
旧
金
井
島
村
（
現
開

成
町
金
井
鴫
）
、
井
上
家
文
言
は
旧
皆
瀬
川
村
（
現
山
北
町
皆
瀬
川
）
、
稲
子
家
文
言

（

７

）

は
旧
中
島
村
（
現
小
田
原
市
中
町
～
東
町
）
に
関
連
す
る
史
料
で
あ
る
。

Ａ
瀬
戸
家
文
書
（
金
井
嶋
村
）

①

覚

一

鶏

拾

七

羽

一

玉

子

百

拾

②

鶏

玉

子

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

右
者
朝
鮮
人
御
入
用
来
ル
十
月
中
追
々
支
度
致
置
可
申
候
。
尤
相
納
申
候
日
限

之
儀
者
追
而
可
申
遣
候
間
其
旨
可
相
心
得
候
、
以
上

（

宝

暦

十

三

）

未

九

月

廿

九

日

地

方

御

役

所

一
三
貫
六
百
文

右
同
断
（
「
未
御
触
無
之
二
付
重
而
過
不
足
勘
定
可
致
」
）

|Ⅱ’

③④⑤ Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ⅱ
１
－
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

（

中

略

）

十
月
四
日
割

十
月
廿
日

八
番
納
萱
祢
古
多
朝
鮮
人
品
々
入
用

覚
（

中

略

）

鶏
玉
子

一
三
貫
六
百
文

朝
鮮
入
来
月
十
日
頃
小
田
原
通
行
之
風
聞
有
之
候
間
先
達
而
相
触
置
候
鶏
井
玉

子
無
間
違
心
懸
ヶ
置
可
被
申
候
。
尤
相
納
候
日
限
之
儀
ハ
尚
又
其
側
可
申
達
候

以
上（

宝

暦

十

四

）

申

正

月

廿

九

日

金

壱

分

是
者
鶏
玉
子
代
之
内
遣
ス
。
尤
吉
田
嶋
村
源
左
衛
門
殿
遣
ス

自
雨
壁
Ｇ
１
）

伴
七
殿

吉
田
嶋
村

本
庄
林
左
衛
門

小
川
甚
平

井
上
左
次
左
衛
門
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⑨

同

（

宝

暦

十

四

年

三

月

五

日

）

飼

さ

し

⑦

覚

一

金

壱

分

伴

七

殿

一

鶏

九

羽

鶏

玉

子

代

之

内

一

玉

子

三

十

⑥

金

井

鴫

村

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

右
者
朝
鮮
人
御
用
先
達
而
相
置
触
内
、
右
之
通
来
朝
之
節
御
入
用
二
候
間
来
ル

六
日
迄
二
朝
鮮
人
方
御
役
所
江
可
被
相
納
候
。
尤
残
之
分
ハ
帰
国
之
節
御
入
用

二
付
其
段
可
被
相
心
得
候
、
以
上

申

二

月

四

日

本

庄

林

左

衛

門

小

川

甚

平

井

上

左

次

左

衛

門

吉
田
嶋
，
５
二
月
五
日
四
ッ
時
受
取
延
沢
村
次
ク

一
鶏

一
玉
子 覚

一
鶏

一
玉
子

金
井
鴫
村

組
合
村
々

是
ハ
先
達
而
申
付
置
候
内
残
り
之
分

壱
羽

四
十
九

八八

拾羽
也

⑩ ⑧Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

朝
鮮
入
来
ル
十
一
日
江
戸
発
足
、
十
三
日
当
所
止
宿
二
付
先
達
而
相
触
置
候
鶏

玉
子
来
ル
十
日
相
納
可
申
候
。
尤
被
納
候
ハ
、
其
段
愛
許
江
可
被
相
届
候
。
以

上
（

申

）口

三

月

朔

日

田

中

菊

右

衛

門

田
中
菊
右
衛
門

是
ハ
帰
国
之
節
入
用
此
度
相
増
候

右
之
通
帰
国
之
節
不
残
可
被
差
出
候
。
尤
白
烏
黒
烏
ハ
無
用
、
但
女
鳥
多
相
納

可
被
申
候
。
日
限
之
義
ハ
追
而
可
申
触
候
、
以
上

（

一

一

）

申
口
月
廿
二
日

一
人
足

一
筵

覚弐
百
三
拾
六
人
壱
分

拾
壱
枚
六
分

金
井
鴫
村

坂
本
此
兵
衛

本
庄
林
左
衛
門

田
中
菊
右
衛
門

本
庄
林
左
衛
門

坂
本
此
兵
衛
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″

壱

羽

帰

国

之

節

増

〆

十

八

羽

一
玉
子
百
拾
シ

一
四
拾
九
帰
国
節
増

〆

百

五

拾

九

一
給
仕
人
五
人
但
シ
壱
人
二
付
金
壱
分
口
被
下
候

一

料

理

人

壱

人

右

同

断

一
火
消
人
足
四
人
但
シ
木
銭
御
扶
持
口
被
下
置
候

右
之
通
り
朝
鮮
人
来
朝
帰
国
共
組
合
村
二
而
相
割
申
候
品
御
尋
二
付
乍
恐
書
上

一

馬

壱

疋

壱

分

三

厘

朝
鮮
人
来
朝
帰
国
共
助
郷
場
へ
囲
馬

〆一

鶏

拾

七

羽

七

ヶ

村

一
人
足
四
拾
四
人

一
山
藤
三
束
四
分

一
藁
縄
四
房
八
分

右
ハ
酒
匂
土
橋
之
分
御
入
用

一

人

足

七

人

右
ハ
土
橋
取
崩
人
足

右

ハ

東

通

道

作

一
人
足
五
拾
三
人

右
者
網
一
色
宮
下
同
所
川
端
迄
道
作

Ｂ
稲
子
家
文
書
（
中
嶋
村
）

①

覚

一

玉

子

百

三

拾

一

鶏

拾

八

羽

右
者
朝
鮮
人
御
用
二
付
来
ル
十
月
中
迄
支
度
致
置
可
申
候
。
尤
相
納
申
候
日
限

之
儀
ハ
追
而
可
申
遣
候
間
其
旨
可
相
心
得
候
、
以
上

（

宝

暦

十

三

）

未

九

月

廿

九

日

地

方

御

役

所

⑫
四
月
十
一
日
（
宝
暦
十
四
年
）

鳥

さ

し

一

同

壱

分

伴

七

殿

鶏

割

増

共

不

残

出

入

無

之

⑪
朝
鮮
人
鶏
割
増

一

弐

百

五

十

一

文

去

未

年

入

候

分

指

引

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

申
候
、
以
上

申

宝
暦
十
四
年
三
月

金
井
鴫
村名

主

印

組

頭

印

百
姓
代
印

－65－



③

覚

一

鶏

弐

羽

一

同

玉

子

四

拾

四

右
者
朝
鮮
人
御
用
先
達
而
相
触
置
候
内
、
御
馬
通
行
之
節
御
入
用
候
間
、
右
之

通
来
ル
廿
七
日
朝
朝
鮮
人
方
御
勘
定
所
迄
無
間
違
可
被
相
納
候
、
以
上

（

宝

暦

無

十

四

）

申

正

月

廿

一

日

本

庄

林

左

衛

門

小

川

甚

平

井

上

左

次

左

衛

門

④

覚

②

覚

中

嶋

村

覚

右

ハ

鶏

玉

子

代

井

上

左

次

左

衛

門

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

右
者
朝
鮮
人
御
用
先
達
而
相
触
置
候
内
右
之
通
来
朝
之
節
入
用
二
候
間
来
ル
六

日
迄
朝
鮮
人
方
御
役
所
江
無
間
違
可
被
相
納
候
、
尤
残
分
ハ
帰
国
之
節
御
用
二

付
其
段
可
被
相
心
得
候
、
以
上

一

鶏

拾

羽

一
玉
子
五
拾
三

一
銭
壱
貫
百

ズ
レ

⑤(6) ~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

覚

高

壱

石

二

付

銭

九

文

七

分

銭
弐
貫
四
百
八
拾
四
文

此

割

覚

一
鶏
六
羽
鶏
之
儀
白
鳥
黒
鳥
無
用
、
女
烏
多
ク
可
被
相
納
候

一
玉
子
拾
六

是
ハ
先
達
而
申
付
置
候
内
残

一

鶏

壱

羽

一
玉
子
六
拾
壱

是
ハ
帰
国
之
節
入
用
此
度
相
増
候

右
之
通
帰
国
之
節
不
残
可
被
差
出
候
。
日
限
之
儀
ハ
猶
又
追
而
可
被
触
候
、
以

上

申 申
二
月
廿
一
日

二
月
四
日

田
中
菊
右
衛
門

本
庄
林
左
衛
門

坂
本
此
兵
衛

本
庄
林
左
衛
門

小
川
甚
平

井
上
左
次
左
衛
門
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Ｃ
井
上
家
文
書
（
皆
瀬
川
村
）

①

覚

一

鶏

三

羽

（

マ

マ

）

鶏

一

玉

子

拾

九

羽

右
ハ
朝
鮮
人
御
入
用
二
付
来
ル
十
月
中
迄
二
支
度
致
置
可
申
候
。
尤
相
納
可
申

候
日
限
之
儀
者
追
而
可
申
遣
候
間
、
此
旨
可
相
心
得
候
、
以
上

（

宝

暦

十

三

）

未

九

月

廿

九

日

地

方

御

役

所

玄

倉

村

よ

り

皆

瀬

川

村

迄

② ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

一

銭

四

十

文

与

惣

兵

衛

（

中

略

）

〆
銭
弐
貫
四
百
八
拾
六
文

右
者
朝
鮮
人
入
用
鶏
玉
子
割
増
火
消
人
足
働
人
足
雑
用
酒
匂
川
士
橋
崩
人
足
賃

銭
上
下
自
余
馬
賃
銭
割

申
四
月
十
四
日
割

~一

玉鶏
子
十三覚
□Z羽

③ Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
１

（

渡

）

是
は
川
西
村
次
兵
衛
殿
ニ
ロ

〆
代
弐
貫
四
百
□
□

高
四
百
九
拾
石
九
升
□
□

拾

石

二

付

四

拾

七

文

一
四
百
七
拾
四
文
皆
瀬
川
村

一

百

廿

八

文

都

夫

良

野

一

百

六

拾

六

文

湯

触

村

一
五
百
八
拾
四
文
川
西
村

（

マ

マ

）

一

八

拾

弐

文

山

一

場

村

一
弐
百
七
拾
六
文
神
縄
村

一

百

七

拾

壱

文

世

附

村

一
三
百
四
拾
壱
文
中
川
村

一

百

五

拾

壱

文

玄

倉

村

覚

未
年
朝
鮮
人
御
用

一

鶏

三

羽

一

玉

子

十

九

此

代

割

一
四
百
七
拾
四
文

此
割
高
壱
組
二
付

銭
四
拾
三
文
つ
魁

（

川

村

）

皆
瀬
□
□
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ま
ず
鶏
・
玉
子
調
達
の
具
体
的
経
緯
を
み
て
み
る
。
現
在
確
認
で
き
た
範
囲
で
は

鶏
と
玉
子
の
調
達
に
関
す
る
最
初
の
指
示
は
通
行
前
年
の
宝
暦
十
三
年
九
月
廿
九
日

付
の
触
で
あ
る
（
瀬
戸
家
文
書
①
、
稲
子
家
文
書
①
、
井
上
家
文
書
①
。
以
下
、
瀬

戸
家
文
書
の
項
目
は
Ａ
ｌ
①
、
稲
子
家
文
書
は
Ｂ
ｌ
①
の
よ
う
に
表
す
）
。
こ
の
三

点
は
文
言
の
細
か
い
違
い
と
用
意
す
べ
き
数
量
が
異
な
る
点
を
除
け
ば
、
十
月
中
に

支
度
す
る
よ
う
に
と
の
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
日
付
で
地
方
役
所
が
村
方

に
対
し
て
一
斉
に
触
を
出
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
事
前
の
調
査
が
あ
っ
た

（

８

）

可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
使
節
団
一
行
の
小
田
原
止
宿
日
は
ま
だ
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
四
ヶ
月
前
に
な
る
。
延
享
五
年
時
に
も
同
様
に
、
止
宿
日
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
二
月
十
七
日
に
（
小
田
原
止
宿
は
五
月
十
九
日
と
な
っ
た
の

で
結
果
的
に
は
ほ
ぼ
三
ヶ
月
前
で
あ
る
）
遺
漏
の
な
い
よ
う
に
入
念
に
準
備
を
進
め

て
お
く
よ
う
指
示
し
た
触
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
に
は
玉
子
の
員
数
は
「
増

減
も
有
之
候
間
先
右
員
数
程
と
可
相
心
得
候
」
と
、
と
り
あ
え
ず
の
数
値
で
示
さ
れ

（

９

）

て
い
る
。
い
ず
れ
も
鶏
と
玉
子
の
員
数
が
か
な
り
多
い
た
め
村
方
で
も
余
裕
を
持
つ

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
０
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｄ

十

月

十

三

日

湯

ヶ

沢

村

一
銭
拾
九
文
受
取

（

以

下

略

）

Ⅳ

て
準
備
で
き
る
よ
う
早
め
に
指
示
を
出
し
、
直
前
に
な
っ
て
不
都
合
が
生
じ
な
い
よ

う
に
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
遠
州
新
居
宿
は
使
節
一
行
の
止
宿
地

で
あ
る
が
、
延
享
五
年
通
行
時
に
は
鶏
八
十
羽
、
玉
子
九
八
八
個
が
近
辺
の
村
方
か

ら
調
達
さ
れ
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
っ
た
享
保
度
と
、
人
数
が
や
や
少
な
か
つ

（

皿

）

た
宝
暦
度
も
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
量
が
調
達
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
田
原
宿
と
新

居
宿
と
条
件
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
小
田
原
宿
で
も
こ
れ
と
同
程

度
の
量
は
用
意
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
あ
げ
た
三
件
だ
け
で
は
鶏
計

三
八
羽
、
玉
子
計
二
五
九
個
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
鶏
と
玉
子
の
用
意
を
指
示

さ
れ
た
村
は
他
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
ｌ
⑩
に
「
一
鶏
拾
七
羽

七
ヶ
村
」
「
組
合
村
二
而
相
割
申
候
品
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
指
示
さ
れ
て

い
る
員
数
は
金
井
鴫
村
や
中
嶋
村
な
ど
の
一
村
へ
の
割
当
員
数
で
は
な
く
数
ヶ
村
が

組
と
な
っ
た
村
組
に
対
し
て
の
割
当
員
数
で
あ
る
。
延
享
五
年
に
も
皆
瀬
川
村
な
ど

（

Ⅲ

）

に
対
し
て
十
ヶ
村
で
割
り
合
っ
て
差
し
出
す
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
小
田
原
藩

領
で
は
遅
く
と
も
明
和
年
間
の
後
半
に
は
村
社
会
に
「
組
合
」
が
自
立
的
に
編
成
さ

（

胆

）

（

過

）

れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
金
井
鴫
村
は

吉
田
嶋
組
合
八
ヶ
村
、
皆
瀬
川
村
は
西
山
家
組
合
九
ヶ
村
、
中
嶋
村
は
土
手
内
組
合

十
ヶ
村
に
属
す
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
藩
が
組
合
村
を
地
方
支
配
の
末
端
に
組
み
込

ん
だ
段
階
の
も
の
な
の
で
宝
暦
期
で
は
藩
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
異
な
る
だ
ろ
う

し
、
所
属
す
る
村
も
若
干
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
安
永
頃
（
一
七
七
二
～
八

（

皿

）

○
年
）
に
は
「
吉
田
嶋
組
合
村
々
」
の
名
称
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
名

称
は
使
わ
ず
、
金
井
鴫
村
が
属
す
る
組
と
い
う
意
味
で
「
金
井
鴫
村
の
組
」
、
同
様

（

巧

）

に
「
中
嶋
村
の
組
」
、
「
皆
瀬
川
村
の
組
」
と
し
て
お
く
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
鶏
・
玉
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子
の
調
達
に
関
し
て
は
村
側
も
地
方
役
所
側
も
「
組
合
」
を
単
位
と
し
て
対
応
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

使
節
一
行
の
止
宿
予
定
日
が
近
づ
く
と
、
数
量
・
納
入
日
時
・
納
入
場
所
が
具
体

的
に
指
示
さ
れ
る
。
「
来
月
十
日
頃
小
田
原
通
行
之
風
聞
有
之
」
と
、
止
宿
予
定
日

が
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
た
段
階
で
村
側
に
こ
れ
を
知
ら
せ
て
納
入
に
備
え
る
よ
う

指
示
し
て
い
る
（
Ａ
ｌ
⑤
）
。
具
体
的
な
納
入
を
指
示
す
る
触
が
出
さ
れ
た
の
は
二

月
四
日
で
あ
る
（
Ａ
ｌ
⑥
、
Ｂ
ｌ
④
）
。
納
入
期
限
は
止
宿
予
定
日
四
日
前
の
二
月

六
日
で
あ
る
が
、
金
井
鴫
村
が
こ
の
廻
状
を
受
け
取
っ
た
の
は
二
月
五
日
の
四
ッ
時

（
午
前
十
時
前
後
）
で
、
こ
の
後
で
廻
状
が
廻
る
村
は
さ
ら
に
遅
く
な
る
。
指
示
を

受
け
た
翌
日
に
は
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
村
側
で
は
具
体
的
な
指
示

が
来
た
ら
即
応
で
き
る
よ
う
準
備
万
端
調
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
納
入
先
は

「
朝
鮮
人
方
御
役
所
」
「
朝
鮮
人
方
御
勘
定
所
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
（
Ａ
ｌ
⑥
、
Ｂ

ｌ
③
）
、
中
嶋
村
の
史
料
か
ら
両
者
は
同
じ
も
の
と
判
断
で
き
る
（
Ｂ
，
③
、
④
）
・

村
に
通
達
さ
れ
た
鶏
・
玉
子
調
達
の
一
連
の
触
は
当
初
は
「
地
方
役
所
」
名
、
後
に

は
本
庄
林
左
衛
門
な
ど
の
個
人
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
給
仕
人
・
火
消
人
足
の
徴
集

や
酒
匂
川
仮
橋
設
置
に
関
係
す
る
一
連
の
触
も
同
様
に
地
方
役
所
名
に
よ
る
も
の
と

（

略

）

個
人
名
に
よ
る
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
庄
林
左
衛
門
・
小
川
甚

平
・
井
上
左
次
左
衛
門
・
田
中
菊
右
衛
門
等
は
地
方
役
所
の
役
人
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
田
中
菊
右
衛
門
以
下
三
名
連
名
で
鶏
と
玉
子
納
入
を
指
示
し
た
触
（
Ａ
ｌ

⑧
）
に
「
尤
被
納
候
ハ
砥
其
段
差
許
江
可
被
相
届
候
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
三
名
は

食
材
納
入
先
で
あ
る
朝
鮮
人
方
御
役
所
の
役
人
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
。
地
方
役
所

と
朝
鮮
人
方
御
役
所
は
別
組
織
で
あ
り
、
使
節
団
の
饗
応
接
待
を
担
当
す
る
の
は
朝

鮮
人
方
御
役
所
で
あ
る
。
食
材
は
朝
鮮
人
方
御
役
所
に
納
入
さ
れ
る
が
、
同
役
所
か

ら
村
方
に
直
接
触
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
う
し
た
指
示
は
地
方
役
所
の
担
当

で
あ
っ
た
。
地
方
役
所
は
朝
鮮
通
信
使
通
行
に
関
連
す
る
村
方
へ
の
様
々
な
指
示
を

出
し
て
い
る
が
、
日
常
的
に
は
年
貢
収
納
や
諸
賦
課
等
な
ど
の
一
般
的
な
村
方
支
配

（

ｒ

）

に
関
す
る
触
書
を
多
数
出
し
て
い
る
。
地
方
役
所
は
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
小
田
原

藩
の
地
方
支
配
の
実
務
を
担
当
す
る
役
所
で
あ
ろ
う
。
地
方
役
所
は
接
待
を
担
当
す

る
朝
鮮
人
方
役
所
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
村
方
へ
の
具
体
的
指
示
を
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

帰
国
す
る
使
節
一
行
は
再
び
小
田
原
に
止
宿
す
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
再
度
納
入

の
指
示
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
当
初
の
予
定
納
入
数
量
に
加
え
て
増
分
の
追
加

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
Ａ
ｌ
⑦
、
Ｂ
ｌ
⑤
。
Ｃ
，
④
は
破
損
の
た
め
読
め
な
い
部
分

が
あ
る
が
玉
子
七
個
の
増
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
。
追
加
増
分
は
四
割
前
後

で
あ
る
（
「
金
井
鴫
村
の
組
」
で
約
四
四
％
、
「
中
嶋
村
の
組
」
で
約
四
七
％
、
「
皆

瀬
川
村
の
組
」
で
三
七
％
。
な
お
中
嶋
村
の
分
は
一
三
○
個
で
計
算
し
た
）
。
ま
た

鶏
に
つ
い
て
「
白
鳥
黒
烏
無
用
。
女
烏
多
く
」
と
注
文
が
つ
い
て
い
る
。
女
烏
は
雌

鳥
、
白
鳥
・
黒
烏
は
羽
毛
の
色
で
あ
ろ
う
。
白
い
鶏
や
黒
い
鶏
を
不
可
と
す
る
理
由

は
判
ら
な
い
が
、
江
戸
参
向
時
に
は
こ
う
し
た
注
文
は
な
い
の
で
そ
の
と
き
に
何
ら

か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
細
か
い
指
示
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。宝

暦
度
は
鶏
・
玉
子
と
も
同
時
に
納
入
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
延
享
五
年
の
帰

国
時
は
別
々
に
納
入
さ
せ
て
い
る
。
鶏
は
六
月
十
二
日
の
納
入
を
指
示
し
て
い
る

が
、
玉
子
は
納
入
を
遅
ら
せ
て
六
月
十
一
日
に
な
っ
て
十
三
日
迄
に
納
入
す
る
よ
う
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つ
ぎ
に
各
「
組
合
」
へ
の
割
当
員
数
の
算
出
基
準
を
考
え
て
み
る
。
ま
ず
村
高
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
安
政
二
年
の
「
小
田
原
藩
主
大
久
保
加
賀
守
之
録
高
明
細

（
認
）

書
」
に
は
村
高
と
し
て
「
御
朱
印
高
」
と
「
御
割
付
高
」
の
両
様
が
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
「
御
割
付
高
」
が
小
田
原
藩
に
お
い
て
実
際
の
年
貢
賦
課
の
基
準
と
な
る
公

（

肥

）

（

明

）

命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
に
馬
入
川
と
酒
匂
川
の
舟
橋
が
大
水
で
流
さ
れ
、
小

田
原
へ
の
到
着
が
遅
れ
る
可
能
性
が
生
じ
、
旧
暦
六
月
中
旬
は
す
で
に
暑
い
季
節
な

の
で
早
く
納
入
さ
せ
る
と
玉
子
が
傷
む
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
十
三

日
の
納
入
を
命
じ
た
の
は
十
五
日
の
止
宿
が
ほ
ぼ
確
実
に
な
っ
た
時
点
で
あ
る
。
ま

（

玉

子

）

（

鋤

）

た
金
井
鴫
村
の
史
料
に
「
納
た
ま
こ
悪
敷
候
由
御
意
被
遊
御
返
し
口
買
納
」
と
あ

り
、
参
向
時
に
は
納
入
さ
せ
た
玉
子
の
品
質
が
悪
い
と
し
て
交
換
さ
せ
て
い
る
。
そ

の
事
も
あ
っ
て
か
、
帰
国
時
に
は
「
玉
子
余
分
二
可
致
持
参
候
。
改
之
節
悪
敷
分
為

（

皿

）

引
替
之
間
可
相
心
得
候
」
、
と
余
分
に
用
意
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
鶏
に

つ
い
て
は
こ
う
し
た
配
慮
を
し
て
い
な
い
の
で
活
鳥
で
納
め
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

使
節
団
が
帰
国
し
た
後
、
金
井
鴫
村
は
「
組
合
村
二
而
相
割
申
候
品
御
尋
一
一
付
乍

恐
書
上
申
候
」
と
、
今
回
の
通
行
に
際
し
て
の
村
の
負
担
を
書
き
上
げ
て
報
告
し
て

（

鰯

）

い
る
。
宛
先
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
判
断
し
て
地
方
役
所

に
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
役
所
は
次
回
の
通
信
使
来
朝
に
備
え
て
村

方
か
ら
こ
う
し
た
資
料
を
集
め
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

V

認
生
産
高
で
あ
る
（
こ
れ
を
「
割
付
高
」
と
し
て
お
く
）
。
こ
の
数
値
は
、
天
保

（

型

）

十
四
（
一
八
四
三
）
年
～
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
間
の
も
の
と
さ
れ
る
が
、
享

（

路

）

保
～
延
享
頃
の
村
鑑
や
明
細
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
村
高
は
こ
の
「
割
付
高
」
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
か
近
似
し
た
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
割
付
高
」
は

十
八
世
紀
前
～
中
期
に
は
年
貢
賦
課
基
準
（
小
田
原
藩
の
公
認
生
産
高
と
し
て
の
村

高
）
と
し
て
す
で
に
機
能
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
田
原
地
域
は
富

士
山
宝
永
噴
火
の
降
砂
と
そ
れ
に
引
き
続
く
酒
匂
川
水
害
の
直
撃
を
受
け
て
多
く
の

耕
地
が
耕
作
不
能
と
な
り
、
実
際
の
耕
作
可
能
高
が
「
割
付
高
」
を
大
き
く
下
回
る

村
が
続
出
し
た
。
延
享
五
年
、
宝
暦
十
四
年
は
未
だ
復
興
途
上
に
あ
る
村
も
多
く
、

そ
の
よ
う
な
村
は
、
復
旧
が
進
ん
で
耕
作
可
能
と
な
り
年
貢
賦
課
の
対
象
と
す
る
こ

と
が
で
き
た
村
高
（
こ
れ
を
「
実
高
」
と
し
て
お
く
）
は
本
来
の
「
割
付
高
」
ま
で

（

調

）

回
復
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
金
井
鴫
村
の
「
割
付
高
」
は
七
九
七
石
余
で
あ
る
が
、
延
享
四
年
に
は
村

（

”

）

高
を
三
七
七
石
余
と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
宝
暦
十
三
年
に
高
掛
り
で
賦
課
さ
れ
た

酒
匂
川
土
橋
架
橋
人
足
と
資
材
の
数
値
か
ら
金
井
鴫
村
の
村
高
を
算
出
す
る
と

（

詔

）

六
八
二
～
四
石
と
な
る
。
土
橋
役
賦
課
の
基
準
村
高
は
各
村
か
ら
の
言
上
に
拠
っ
て

（

調

）

い
る
か
ら
こ
の
数
値
が
実
状
を
反
映
し
た
「
実
高
」
と
み
ら
れ
る
。
一
方
中
嶋
村
に

（

認

）

つ
い
て
同
様
の
計
算
を
す
る
と
二
七
四
～
六
石
と
な
り
「
割
付
高
」
の
二
七
一
石
余

と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
金
井
鴫
村
で
は
災
害
の
打
撃
が
大
き
く
、
未
だ
十
分
に
立

ち
直
っ
て
い
な
い
た
め
に
「
実
高
」
が
「
割
付
高
」
を
大
幅
に
下
回
り
、
中
嶋
村
は

そ
の
被
害
が
比
較
的
軽
微
だ
っ
た
た
め
「
実
高
」
と
「
割
付
高
」
と
の
格
差
が
あ
ま

り
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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つ
ぎ
に
土
橋
役
の
賦
課
数
値
か
ら
「
金
井
鴫
村
の
組
」
全
体
の
「
実
高
」
を
算
出

（

釦

）

す
る
と
三
六
五
三
石
余
と
な
る
。
「
皆
瀬
川
村
の
組
」
で
は
割
り
当
て
ら
れ
た
鶏
・

玉
子
を
代
銭
換
算
し
て
か
ら
高
四
九
○
石
余
で
割
っ
て
各
村
に
割
り
振
っ
て
い
る
が

（
Ｃ
ｌ
③
）
、
［
十
石
に
つ
き
四
七
文
］
と
い
う
数
値
か
ら
各
村
の
村
高
を
算
出
す
る

と
皆
瀬
川
村
の
約
百
石
を
は
じ
め
、
い
ず
れ
の
村
も
「
割
付
高
」
を
下
回
る
（
表

（

皿

）

３
）
。
こ
の
数
値
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
実
施
さ
れ
た
地
押
検
地
の
結
果
に

表3 「皆瀬川村の組」の村高一覧近
い
か
ら
、
四
九
○
余
石
と
い
う
の
は
こ
の
段
階
で
の
皆
瀬
川
村
の
組
全
体
の
「
実

高
」
と
判
断
さ
れ
る
。
「
中
嶋
村
の
組
」
の
場
合
は
、
中
嶋
村
の
「
実
高
」
が
「
割

付
高
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
事
か
ら
組
全
体
の
数
値
も
「
表
高
」
と
大
き
く
は

変
わ
ら
な
い
と
推
定
す
る
。

(単位；石）

①割付高②47文／10石

125.467 100.85

46.452 27.23

53.529 35.32

194.389 124.25

32.528 17.45

74.994 58.72

50.165 36.38

97.698 72.55

36.671 32.13

711.893 504.88

3安永二年

102.2165

29.8562

39.3136

137.2818

18.6973

58.221

33.1756

72.2518

32.056

523.0698

村名

皆瀬川

都夫良野

湯触

川西

山市場

神縄

世附

中川

玄倉

計

｢小田原藩主大久保加賀守之録高明細書」の村高

高10石に付き47文の割当から推計した村高

｢石盛改反歩書出帳」 （安永2年）に記す村高

①
②
③

表4-1 「割付高」を基にした負担率

(個）

追加

49

玉子

最終的割合|当初割当|当初割合
0.38 1 110 1 1 2．34

｢組合｣名 |割付高総計||当初割当,当初割合,追加
鶏（羽）

｢金井鴫村」組 4698石 | 17 1 0.36 1 1

割付高総計｢組合」名
最終的割合

3．38

4．17

※(3.8）

130

※(113)

2．84

※(2.47）
61｢中嶋村」組 4575石 1 0.420.3918

3.65｢皆瀬川村」組 712石 | 3 1 0.42 1 0 1 0．42 1 19 1 2．67 ７

表4-2推定した「実高」を基にした負担率

玉子

最終的割合|当初割当|当初割合
0.49 1 110 1 3.0

(個）

追加

49

｢細倫｣名 |夷高総計|当初割当,当初割命｢翫
鶏（羽）

｢金井鴫村」組’ 3653石 | 17 1 0.47 1 1

実高総計｢組合」名
最終的割合

4．35

4.17

※(3.8）

2．84

※(2.47）

130

※(113)
｢中嶋村」組 614574石 0.39 0.4218 ］

｢皆瀬川村」組' 490石 | 3 1 0.61 1 2| 0．61 1 19 1 3.88 1 7 1 5.31

※「中嶋村」組の玉子数量130個には誤記の可能性があるので（注21参照） 、 113個の場合も計算した。
※石高は升を以下切り捨て、斗を四捨五入した。
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土
橋
役
賦
課
は
高
掛
り
で
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
と
な
っ
た
村
高

は
実
情
を
反
映
し
た
「
実
高
」
が
使
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
鶏
・
玉
子
の
賦
課
に

つ
い
て
は
「
実
高
」
は
基
準
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
「
組
合
」
ご
と
の
「
割
付
高
」

の
総
計
高
は
「
金
井
鴫
村
の
組
」
が
四
六
九
八
石
余
、
「
中
嶋
村
の
組
」
が

四
五
七
四
石
余
で
、
そ
の
差
は
総
村
高
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ

て
こ
の
村
高
が
基
準
で
あ
れ
ば
両
者
に
大
き
な
差
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
方

「
実
高
」
は
先
述
の
通
り
「
中
嶋
村
の
組
」
は
「
割
付
高
」
と
変
わ
ら
な
い
と
お
も

わ
れ
る
が
、
「
金
井
鴫
村
の
組
」
は
「
割
付
高
」
を
二
割
強
下
回
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
「
実
高
」
を
基
準
と
し
た
割
り
付
け
な
ら
ば
「
中
嶋
村
の
組
」
に
対
し
て

「
金
井
鴫
村
の
組
」
へ
の
割
当
員
数
は
よ
り
少
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
は

両
者
に
は
同
程
度
の
員
数
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
表
４
は
高
百
石
当
た
り
の
割

（

鉈

）

当
数
を
「
割
付
高
」
と
、
「
実
高
」
か
ら
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
割
付
高
」
か

ら
算
出
し
た
数
値
に
は
各
「
組
合
」
間
で
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。
以
上
か
ら
割

付
基
準
は
「
割
付
高
」
に
拠
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
賦
課
基
準
が
各
村
の
現
状

を
反
映
し
た
「
実
高
」
で
は
な
い
と
な
る
と
、
災
害
に
よ
っ
て
実
際
の
生
産
高
が
減

少
し
て
い
る
「
組
合
」
に
と
っ
て
は
負
担
は
重
く
な
る
。
「
金
井
鴫
村
の
組
」
と

「
皆
瀬
川
村
の
組
」
の
「
実
高
」
で
割
っ
た
数
値
が
「
中
嶋
村
の
組
」
よ
り
高
く

な
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
割

付
高
」
が
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
組
合
」
間
で
負
担
の
格
差
が
生
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
皆
瀬
川
村
の
組
」
は
組
内
の
各
村
へ
の
割
り
当
て
に
は
「
実

高
」
を
基
準
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
組
合
内
で
も
「
割
付
高
」
で
割
り
当
て
る
と
負

担
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
村
落
間
で
の
負
担
の
公
平
化
を
図
る
た
め

最
後
に
村
側
の
対
応
を
見
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
宝
暦
十
三
年
九
月
二
十
九
日
付
の
触
は
「
組
合
」
単
位
で
の

割
り
当
て
で
あ
る
か
ら
、
「
組
合
」
は
そ
れ
を
所
属
の
村
々
に
再
割
り
振
り
す
る

が
、
そ
の
際
に
は
代
銭
に
換
算
し
て
割
り
当
て
た
。
Ａ
ｌ
②
は
金
井
鴫
村
の
村
入
用

記
録
の
一
部
な
の
で
こ
の
「
三
貫
六
百
文
」
は
金
井
鴫
村
へ
の
割
り
当
て
分
を
示

す
。
Ｂ
ｌ
②
は
中
嶋
村
分
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
皆
瀬
川
村
の
組
」

で
は
先
述
の
よ
う
に
割
当
分
を
銭
に
換
算
し
て
十
石
に
付
き
四
十
七
文
の
割
合
で
所

属
す
る
九
ヶ
村
に
割
り
当
て
、
四
百
七
十
四
文
の
割
当
で
あ
っ
た
皆
瀬
川
村
で
は
そ

（

弘

）

れ
を
「
壱
組
に
付
銭
四
十
三
文
」
と
し
、
早
速
徴
収
を
始
め
て
い
る
（
Ｃ
ｌ
②
、

③
）
。
金
井
鴫
村
割
当
分
三
貫
六
百
文
に
つ
い
て
は
「
未
御
触
無
之
一
一
付
重
而
過
不
足

勘
定
可
致
」
と
記
さ
れ
て
暫
定
的
な
見
積
も
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
村
側

は
具
体
的
な
数
量
を
指
示
し
た
触
が
出
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
既
に
費
用
の
目
論
見

を
立
て
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
実
際
に
目
論
見
通
り
の
三
貫
六
百
文
を
徴
収

し
て
い
る
（
Ａ
ｌ
④
）
。
個
々
の
村
人
へ
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
は
、
金
井
鴫
村
・

（

坊

）

中
嶋
村
は
高
割
で
行
っ
て
い
る
が
、
皆
瀬
川
村
は
村
内
の
組
に
一
律
四
三
文
で
割
り

当
て
て
い
る
の
で
軒
割
で
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
軒
割
だ
と
小
高
百
姓
に
は

相
対
的
に
負
担
が
重
く
な
る
こ
と
に
な
る
。（

妬

）

「
組
合
」
で
は
鶏
・
玉
子
を
代
銭
に
換
算
し
て
各
村
に
割
り
振
り
、
村
で
は
村
人

（

認

）

に
は
こ
う
し
た
措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅵ
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か
ら
現
金
を
徴
収
し
て
い
る
が
、
代
銭
納
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
地
方
役
所
は

先
述
し
た
よ
う
に
「
白
鳥
黒
烏
無
用
女
烏
多
く
」
と
い
う
注
文
を
村
（
「
組
合
」
）
宛

に
指
示
し
、
朝
鮮
人
方
役
所
へ
鶏
・
玉
子
を
納
入
し
た
こ
と
を
地
方
役
所
へ
も
報
告

す
る
よ
う
村
（
「
組
合
」
）
側
に
求
め
て
い
る
が
、
代
銭
納
な
ら
ば
村
は
代
銭
を
納
め

る
だ
け
で
品
物
は
別
途
調
達
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
こ
う
し
た
指
示
は
村
に
で
は
な
く

代
銭
を
受
け
取
っ
て
品
物
を
調
達
す
る
者
に
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

村
方
か
ら
は
現
物
の
鶏
と
玉
子
が
直
接
朝
鮮
人
方
御
役
所
へ
納
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
村
人
か
ら
は
代
銭
を
徴
収
し
、
役
所
へ
は
現
物
を
納
入
す
る
に
は
ど
こ
か
で

現
物
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
が
窺
え
る
史
料
が
Ａ
ｌ
③
、

⑨
、
⑫
で
あ
る
。
金
井
鴫
村
で
は
「
伴
七
殿
」
に
鶏
・
玉
子
代
金
と
し
て
計
金
三
分

を
支
払
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
金
井
鴫
村
は
鶏
と
玉
子
を
伴
七
と
い
う
人
物
か
ら
入

手
し
て
（
買
い
入
れ
て
）
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
伴
七
と
い
う
人
物
は
「
烏
さ

し
」
「
飼
さ
し
」
と
肩
書
き
さ
れ
て
い
る
。
「
飼
さ
し
」
は
「
餌
さ
し
」
の
誤
記
と
思

わ
れ
る
が
、
一
般
に
「
餌
さ
し
」
と
は
鷹
狩
り
に
使
わ
れ
る
鷹
の
餌
と
な
る
小
鳥
の

捕
獲
を
職
と
す
る
者
の
こ
と
で
、
江
戸
幕
府
の
職
制
の
鷹
匠
の
配
下
に
「
餌
さ
し
」

が
あ
る
。
「
餌
さ
し
」
は
公
的
役
職
の
者
を
指
し
、
そ
の
他
の
も
の
を
「
烏
さ
し
」

（

釘

）

と
呼
ぶ
と
さ
れ
る
。
小
田
原
藩
で
も
藩
の
下
級
役
職
（
足
軽
並
）
と
し
て
「
御
餌

（

認

）

指
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
伴
七
に
は
両
様
の
肩
書
き
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
こ

で
は
そ
う
し
た
区
別
を
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
小
田
原
藩
の
下
級
職
と
し
て
の
「
御
餌

指
」
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
鳥
類
の
捕
獲
を
行
う
者
の
事
で

あ
る
が
、
金
井
鴫
村
か
ら
鶏
・
玉
子
の
代
銀
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
家
禽
類

の
飼
育
に
も
携
わ
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
十
月
二
十
日
の
支
払
い
は
「
尤
吉
田

嶋
源
左
衛
門
殿
遣
ス
」
（
Ａ
Ｉ
③
）
と
あ
り
、
金
一
分
の
支
払
先
は
伴
七
で
あ
る
が

直
接
的
に
は
吉
田
嶋
の
源
左
衛
門
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
源
左
衛
門
は
吉
田
嶋
村
の
名

（

釣

）

主
で
あ
る
。
金
井
鴫
村
負
担
分
の
鶏
・
玉
子
代
金
は
吉
田
嶋
村
名
主
の
手
を
経
て
伴

七
に
渡
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
吉
田
嶋
村
の
名
主
が
鶏
・
玉
子
の
調
達
に
一
定
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
鶏
・
玉
子
の
割
当
と
納
入
が
「
組
合
」
単

位
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
金
井
鴫
村
だ
け
が
伴
七
か
ら
鶏
・
玉
子
を
買
い
入
れ

た
と
見
る
の
は
不
自
然
で
、
「
金
井
鴫
村
の
組
」
全
体
の
対
応
と
見
た
方
が
自
然
で

あ
る
。
「
金
井
鴫
村
の
組
」
は
伴
七
と
い
う
人
物
か
ら
鶏
・
玉
子
を
一
括
し
て
調
達

し
、
吉
田
嶋
村
名
主
が
各
村
割
り
当
て
の
代
金
を
取
り
纏
め
て
支
払
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
「
金
井
鴫
村
の
組
」
は
賦
課
さ
れ
た
鶏
・
玉
子
を
村
内
か
ら
現
物
を
集
め

た
の
で
は
な
く
、
業
者
か
ら
買
い
入
れ
て
納
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方

法
を
採
っ
た
の
は
「
組
合
」
で
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鶏
・
玉
子
が
大
量
で
あ

り
、
且
つ
一
時
に
一
括
し
て
納
入
す
る
事
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
村
内
で
村
人

か
ら
個
別
に
現
物
を
集
め
る
よ
り
も
確
実
に
対
処
で
き
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
他

の
「
組
合
」
に
つ
い
て
は
明
確
な
史
料
を
確
認
で
き
な
い
が
、
中
嶋
村
、
皆
瀬
川
村

と
も
代
銭
割
に
な
っ
て
い
る
事
や
大
量
の
品
物
を
一
時
に
一
括
し
て
納
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
「
金
井
鴫
村
の
組
」
と
同
様
で
あ
る
事
等
を
考
慮
す
れ
ば
同
じ
よ

う
な
方
法
を
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
朝
鮮
通
信
使
の
通
行
に
際
し
て
の
小
田
原
宿
に
お
け
る
食
材
調
達
に
つ
い

Ⅶ
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て
、
鶏
・
玉
子
に
焦
点
を
当
て
て
宝
暦
度
の
事
例
を
中
心
と
し
て
具
体
的
に
確
認
し

て
き
た
が
、
こ
こ
で
見
ら
れ
た
調
達
の
あ
り
方
が
他
の
地
域
、
他
の
食
材
に
そ
の
ま

ま
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
宝
暦
度
の
通
行
で
も
藤
沢
宿
で
は
魚
介
類
の

調
達
に
は
請
負
人
が
入
り
、
三
浦
半
島
の
村
々
が
代
銀
を
請
負
人
に
渡
し
て
い
る
。

そ
の
際
魚
介
類
十
八
種
に
つ
い
て
数
量
と
代
銀
額
が
個
別
品
目
ご
と
に
列
挙
さ
れ
て

（

㈹

）

お
り
、
以
前
は
こ
れ
ら
の
村
々
は
魚
介
類
を
現
物
で
納
め
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
宝
暦
度
の
新
居
宿
で
は
野
菜
類
等
は
享
保
度
以
降
は
代
銀
納
で
、
鶏
だ
け
は
現

（

狐

）

物
納
で
あ
る
。
ま
た
小
田
原
宿
で
の
野
菜
類
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
帰

国
後
に
金
井
鴫
村
が
提
出
し
た
報
告
書
（
Ａ
ｌ
⑧
）
に
は
野
菜
類
に
関
す
る
も
の
が

全
く
載
っ
て
お
ら
ず
、
瀬
戸
家
文
書
の
中
に
野
菜
類
の
提
供
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
史

（

蛇

）

料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
中
嶋
村
の
史
料
に
は
柚
や
蜜
柑
等
の
柑
橘
類
に
つ
い
て
「
右

者
朝
鮮
人
御
用
御
調
二
相
成
候
間
村
々
二
有
之
候
ハ
慰
可
差
出
候
。
尤
当
時
何
程
く

ら
い
ハ
可
有
之
哉
之
趣
以
書
付
一
両
日
之
内
二
可
申
出
候
」
と
の
尋
ね
が
載
せ
ら
れ

（

⑬

）

て
い
が
、
そ
の
後
納
入
を
命
ず
る
具
体
的
指
示
な
ど
は
載
っ
て
い
な
い
。
管
見
の
限

り
で
は
小
田
原
宿
周
辺
で
は
村
方
が
野
菜
類
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
は

見
ら
れ
な
い
。
史
料
の
残
り
方
の
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小
田
原

宿
で
の
野
菜
類
調
達
に
は
別
の
シ
ス
テ
ム
が
働
い
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
食
材
調
達
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
地
域
・
年
代
・
食
材
の
種

類
に
よ
っ
て
様
々
な
調
達
形
態
が
見
ら
れ
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
た
め
に
は
さ
ら
に

多
く
の
個
別
事
例
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
鶏
・
玉
子
の
調
達
の
事
実
確

（

“

）

認
に
焦
点
を
絞
っ
た
の
で
、
そ
の
他
の
食
材
調
達
や
、
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
村
の
負

担
に
つ
い
て
の
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
十
分
に
行
え
な
か
っ
た
。
朝
鮮
通
信
使
の
通
行

注（
１
）
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
研
究
や
著
述
は
多
い
。
と
り
あ
え
ず
辛
基
秀
『
朝
鮮
通
信

使
１
人
の
往
来
、
文
化
の
交
流
』
（
明
石
書
房
、
一
九
九
九
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
２
）
こ
の
観
点
か
ら
の
研
究
に
は
渡
辺
和
敏
「
朝
鮮
通
信
使
の
通
行
」
（
「
静
岡
県
史
研

究
」
九
号
、
一
九
九
三
年
）
、
細
井
守
「
史
料
に
み
る
朝
鮮
通
信
使
と
大
磯
宿
」
（
「
大

磯
町
史
研
究
」
四
号
、
一
九
九
五
年
）
、
北
村
欽
哉
．
地
方
か
ら
見
た
朝
鮮
通
信
使

ｌ
沼
津
市
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
（
「
沼
津
市
史
研
究
二
号
、
二
○
○
二
年
」
）
等
が
あ

ブ

（

》

Ｏ

（
３
）
朝
鮮
通
信
使
の
宿
泊
・
昼
休
の
場
所
は
毎
回
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
多
少
異
同
が

あ
る
。
神
奈
川
県
域
で
は
箱
根
昼
休
・
小
田
原
止
宿
・
大
磯
昼
休
は
毎
回
変
わ
ら
な

い
。
具
体
的
に
は
注
１
著
書
参
照
。
ま
た
各
地
で
の
饗
応
接
待
に
つ
い
て
は
高
正
晴

子
『
朝
鮮
通
信
使
の
饗
応
」
（
明
石
書
房
、
二
○
○
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
４
）
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
の
朝
鮮
通
信
使
関
係
史
料
。
全
部
で
七
点
あ
る
。
こ

の
文
書
群
に
つ
い
て
は
細
井
氏
前
掲
注
２
論
文
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。
な
お
補
注

参

照

。

（
５
）
注
４
文
書
群
の
内
「
朝
鮮
人
御
用
中
日
記
」
「
朝
鮮
人
帰
国
献
立
帳
」
よ
り
抜
粋

（
６
）
高
正
晴
子
氏
前
掲
注
３
著
書

（
７
）
瀬
戸
家
文
耆
（
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
寄
託
）

①
「
未
年
御
配
符
の
覚
帳
」
（
「
神
奈
川
県
古
文
書
資
料
所
在
目
録
第
一
四
集
」

瀬

戸

舜

氏

所

蔵

資

料

・

横

帳

支

配

村

政

六

）

と
地
域
の
負
担
の
実
態
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
作
業
を
積
み
重

ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
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②
～
③
「
諸
御
入
用
井
割
出
控
」
（
同
、
横
帳
の
部
村
入
用
一
二

④
「
八
番
納
祢
古
多
朝
鮮
人
品
々
入
用
」
（
同
、
横
帳
の
部
交
通
六
）

⑤
～
⑧
「
覚
（
御
配
符
）
宝
暦
一
四
年
」
（
同
、
御
用
留
二
二
）

⑨
「
諸
御
入
用
井
割
出
控
帳
」
（
同
、
横
帳
の
部
村
入
用
一
二
）

⑩
「
覚
（
御
配
符
）
宝
暦
一
四
年
」
（
同
、
御
用
留
二
二
）

⑪
～
⑫
「
諸
御
入
用
井
割
出
控
帳
」
（
同
、
横
帳
の
部
村
入
用
一
二
）

稲
子
家
文
書
（
稲
子
正
治
氏
所
蔵
）

①
～
⑥
「
朝
鮮
人
来
朝
二
付
御
用
向
諸
事
控
帳
」

井
上
家
文
書
（
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
寄
託
）

①
「
未
ノ
年
御
用
御
配
府
書
留
帳
」
（
「
神
奈
川
県
古
文
書
資
料
所
在
目
録

第

一

二

集

」

井

上

良

夫

氏

所

蔵

文

書

横

帳

の

部

四

三

六

）

②
～
④
「
覚
（
朝
鮮
人
御
用
留
匡
（
同
、
冊
の
部
一
○
一
）

な
お
、
以
上
の
史
料
に
つ
い
て
は
補
注
も
参
照
。

（
８
）
延
享
五
年
の
通
行
の
も
の
も
含
め
て
、
各
地
に
事
前
の
調
査
を
示
す
史
料
が
残
っ

て
い
る
の
で
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
お
く
。

「
朝
鮮
人
琉
球
人
来
朝
に
つ
き
村
方
御
用
留
」

（

「

寒

川

町

史

」

資

料

編

近

世

史

料

番

号

一

三

六

）

「
宝
暦
十
二
年
よ
り
朝
鮮
人
御
用
状
写
」

（

『

横

須

賀

市

史

料

』

若

命

文

男

文

言

（

三

）

）

（
９
）
「
井
上
家
文
書
」
（
横
帳
三
六
七
）
。
「
山
北
町
史
」
史
料
編
近
世
資
料
番
号
三
○
二

（
９
）
「
井
上
家
文
書
」
（
横
帳
三
六
七

覚
一

玉

子

四

つ

皆

瀬

川

村

一

同

弐

つ

湯

触

村

（

中

略

）

一

同

四

つ

谷

ケ

村

少

〆

（

差

出

力

）

（

急

度

力

）

右
者
朝
鮮
人
来
朝
帰
国
両
度
之
入
用
候
間
、
□
口
候
義
心
懸
ヶ
置
□
口
無
間
違
指

出
可
申
候
。
尤
今
以
来
朝
日
限
不
相
知
候
。
日
限
相
知
、
納
候
側
至
候
ハ
蕊
又
々

可
相
触
候
間
随
分
入
念
間
違
無
之
様
二
可
致
候
。
尤
員
数
之
義
ハ
増
減
も
有
之
候

間
、
先
右
之
員
数
程
と
可
相
心
得
候
。
以
上

辰

二

月

十

七

日

地

方

御

役

所

右

村

々

名

主

（
皿
）
渡
辺
和
敏
氏
前
掲
注
２
論
文
。

（
皿
）
井
上
家
文
書
「
辰
ノ
年
御
用
村
次
御
配
符
上
下
書
留
覚
」
（
横
帳
の
部
三
六
七
）

「
山
北
町
史
』
資
料
編
近
世
（
史
料
番
号
三
○
二
）

覚

一

鶏

三

羽

皆

瀬

川

村

よ

り

谷

ヶ

村

迄

一

玉

子

拾

八

〆

拾

ヶ

村

二

而

割

合

可

指

出

候

右
之
■
朝
鮮
人
帰
国
之
節
入
用
候
間
右
鶏
来
ル
十
二
日
子
二
急
度
下
行
方
へ
可
相

納
候
。
尤
玉
子
之
儀
ハ
又
々
日
限
可
申
遣
候
間
其
旨
可
相
心
へ
候
。
以
上

辰

六

月

四

日

地

方

御

役

所

な
お
、
こ
の
時
は
村
別
に
玉
子
の
具
体
的
員
数
が
示
さ
れ
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
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が
（
前
掲
注
９
）
、
こ
こ
で
「
〆
拾
ヶ
村
二
而
割
合
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際

に
は
「
組
合
」
単
位
で
対
処
し
て
い
る
。

（
吃
）
阿
部
昭
「
近
世
中
期
村
社
会
の
動
揺
と
そ
の
再
編
ｌ
小
田
原
藩
領
西
相
模
地
方
の

地
域
社
会
の
構
造
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
小
田
原
ｌ
歴
史
と
文
化
ｌ
」
八
号
、
一
九
九
五

年

）

（

マ

マ

）

（
喝
）
「
小
田
原
藩
主
大
久
保
加
賀
守
之
録
高
明
細
書
」
二
小
田
原
市
史
」
資
料
編
近
世

Ⅲ

史

料

番

号

二

（
ｕ
）
「
社
倉
取
立
之
趣
法
耆
」
（
「
小
田
原
市
史
」
資
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
番
号
二
）

（
喝
）
宝
暦
期
の
「
組
合
」
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

「
金
井
鴫
村
」
組
ｌ
金
井
鴫
村
・
吉
田
鴫
村
・
円
通
寺
村
・
延
沢
村
・
中
の
名
村
・
宮

台

村

・

牛

島

村

（

瀬

戸

家

文

書

「

未

年

御

配

符

の

覚

帳

」

十

月

の

記

事

よ

り

）

「
中
嶋
村
」
組
ｌ
中
嶋
村
・
町
田
村
・
今
井
村
・
多
古
村
・
井
細
田
村
・
池
上
村
・
荻

窪

村

・

久

野

村（

前

掲

稲

子

家

文

書

、

十

二

月

二

十

三

日

の

記

事

よ

り

）

「
皆
瀬
川
村
」
組
ｌ
皆
瀬
川
村
・
都
夫
良
野
村
・
湯
触
村
・
川
西
村
・
山
市
場
村
・
神

縄

村

・

世

附

村

・

中

川

村

・

玄

倉

村

（

前

掲

井

上

家

文

書

②

よ

り

）

（
略
）
中
嶋
村
の
史
料
に
つ
い
て
、
本
稿
に
載
せ
た
部
分
以
外
に
つ
い
て
は
、
『
小
田
原

市
史
』
資
料
編
近
世
Ⅱ
史
料
番
号
三
八
六
を
参
照

（
ｒ
）
瀬
戸
家
文
書
中
の
延
享
期
や
宝
暦
期
の
「
御
用
留
」
類
参
照

（
肥
）
井
上
家
文
書
前
掲
注
皿
史
料
六
月
十
一
日
付
の
触

（
的
）
馬
入
川
舟
橋
流
失
は
「
朝
鮮
人
琉
球
人
来
朝
に
つ
き
村
方
御
用
留
」
（
前
掲
注
８

「
寒
川
町
史
」
資
料
編
）
や
志
澤
家
文
書
「
覚
書
・
延
享
四
年
朝
鮮
人
来
朝
相
州
淘
綾

郡
山
西
村
」
、
酒
匂
川
舟
橋
流
失
は
瀬
戸
家
文
言
「
延
享
五
年
辰
諸
控
」
（
御
用
留

一
四
）
等
に
記
録
が
あ
る
。

（
釦
）
瀬
戸
家
文
書
「
朝
鮮
人
御
用
控
・
入
用
日
記
」
（
横
帳
・
交
通
二
）

（
刻
）
井
上
家
文
書
前
掲
注
Ⅱ
史
料

（
理
）
瀬
戸
家
文
書
Ａ
ｌ
⑩

（
詔
）
前
掲
注
遮

（
型
）
「
小
田
原
市
史
」
資
料
編
近
世
Ⅲ
史
料
一
の
解
説

（
妬
）
『
相
模
国
村
明
細
帳
集
成
」
（
青
山
孝
慈
、
青
山
京
子
編
）

（
恥
）
富
士
山
宝
永
噴
火
に
よ
る
災
害
と
復
興
状
況
に
つ
い
て
は
「
開
成
町
史
」
、
「
小
田

原
市
史
」
、
「
富
士
山
宝
永
大
爆
発
」
（
永
原
慶
二
・
集
英
社
二
○
○
二
年
）
等
に
詳
し

い

○

（
”
）
「
延
享
四
年
卯
御
配
符
井
諸
控
」
（
瀬
戸
家
文
書
・
御
用
留
一
三
）

（
銘
）
人
足
の
賦
課
高
が
百
石
に
つ
き
三
四
人
五
分
一
厘
、
筵
が
同
一
枚
七
分
と
な
っ
て

い
る
。
金
井
鴫
村
へ
の
割
付
高
は
人
足
が
二
三
六
・
一
人
、
筵
が
二
・
六
枚
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
計
算
す
る
と
人
足
で
六
八
二
石
余
、
筵
で
六
八
四
石
余
と
な
る
。
（
割

付
高
は
瀬
戸
家
文
書
「
未
年
御
配
符
の
覚
帳
」
九
月
六
日
の
記
事
に
よ
る
）
。
中
嶋
村

は
割
付
高
人
足
九
四
・
六
人
、
筵
四
・
七
枚
を
同
じ
数
値
で
除
し
た
数
値
（
割
付
高
は

稲
子
家
文
書
前
掲
史
料
九
月
六
日
の
記
事
。
「
小
田
原
市
史
」
資
料
編
近
世
Ⅱ
、
史
料

番

号

三

八

九

）

（
羽
）
瀬
戸
家
文
書
（
支
配
村
政
六
「
未
年
御
配
符
の
覚
帳
」
）
に
「
当
未
年
朝
鮮
人
就

来
朝
酒
匂
川
土
橋
御
掛
渡
被
仰
付
候
二
付
、
先
達
而
書
上
申
候
村
高
を
以
御
領
所
井
給

所
方
迄
一
同
ニ
小
田
原
御
役
人
中
よ
り
御
割
賦
被
仰
次
第
無
滞
急
度
相
勤
候
」
と
あ
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つ

（

》

Ｃ

（
釦
）
百
石
に
つ
き
六
人
三
分
五
厘
の
割
で
東
通
道
作
人
足
二
三
二
人
が
割
り
当
て
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
計
算
す
る
と
三
六
五
三
石
余
と
な
る
。

（
瓠
）
「
石
盛
改
反
歩
書
出
帳
」
（
「
山
北
町
史
」
史
料
編
近
世
・
史
料
番
号
三
三
八
）

（
犯
）
「
中
嶋
村
」
組
の
玉
子
に
つ
い
て
は
数
が
合
わ
な
い
。
最
初
の
割
当
数
一
三
○
個

（
Ｂ
ｌ
①
）
か
ら
献
上
馬
通
行
時
で
の
納
入
数
四
四
個
（
Ｂ
，
③
）
と
使
節
江
戸
参
向

時
で
の
納
入
数
五
三
個
（
Ｂ
，
④
）
を
引
く
と
残
り
は
三
三
個
に
な
る
が
、
Ｂ
，
⑤

に
は
残
り
一
六
個
と
な
っ
て
い
る
。
残
数
一
六
個
が
正
し
い
と
す
れ
ば
最
初
の
割
当

数
が
二
三
個
で
あ
れ
ば
よ
い
。
こ
の
史
料
は
朝
鮮
通
信
使
に
関
係
す
る
記
事
の
み

が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
別
に
御
用
留
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
必
要
事

項
だ
を
別
途
害
き
抜
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
そ
の
過
程
で

「
百
拾
三
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
「
百
三
拾
」
と
誤
写
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
た
め

こ
こ
で
は
一
三
○
個
と
二
三
個
の
両
方
の
数
値
で
計
算
し
た
。
断
定
は
で
き
な
い

が
、
一
一
三
個
の
方
が
妥
当
の
よ
う
に
思
え
る
。

（
調
）
な
お
、
新
居
宿
へ
の
提
供
数
量
は
高
百
石
に
付
き
、
延
享
度
で
は
鶏
は
約
○
・

八
八
羽
、
玉
子
一
○
・
八
六
個
、
宝
暦
度
で
は
鶏
約
○
・
七
四
羽
、
玉
子
一
○
・

八
七
個
と
な
っ
て
い
る
（
渡
辺
和
敏
前
掲
注
２
論
文
）
。
鶏
と
玉
子
に
限
っ
て
言
え
ば

小
田
原
宿
関
係
で
の
負
担
は
比
較
的
小
さ
い
よ
う
で
あ
る
。

（
弘
）
皆
瀬
川
村
内
の
「
組
」
は
十
一
組
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
延
享
三
年
の
同
村
村
鑑

（
「
相
模
国
村
明
細
帳
集
成
」
第
三
巻
・
足
柄
上
郡
一
二
四
）
に
よ
る
と
家
数
は
百
姓

家
八
三
軒
、
堂
四
軒
と
な
っ
て
い
る
の
で
一
組
七
～
八
軒
と
な
る
。

（
妬
）
瀬
戸
家
文
書
「
八
番
納
萱
祢
古
多
朝
鮮
人
品
々
入
用
」
（
横
帳
・
交
通
六
）
稲

子

家

文

書

Ｂ

ｌ

⑥

（
記
）
玉
子
の
価
格
は
、
史
料
Ｃ
ｌ
④
に
み
ら
れ
る
「
玉
子
七
つ
・
代
銭
一
七
二
文
」
の

数
値
か
ら
計
算
す
る
と
~
一
個
約
二
五
文
と
な
る
（
延
享
五
年
で
は
品
質
が
悪
い
と
し

て
交
換
さ
せ
ら
れ
た
玉
子
九
個
の
代
銭
が
一
八
四
文
な
の
で
一
個
約
二
十
文
と
な

る
）
。
こ
こ
か
ら
鶏
の
価
格
を
推
定
す
る
と
、
「
皆
瀬
川
村
の
組
」
で
は
玉
子
十
九
個
・

鶏
三
羽
の
代
銀
が
二
貫
四
百
文
余
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
玉
子
一
個
二
五
文
で
計
算

す
る
と
鶏
三
羽
約
一
貫
九
百
文
強
、
一
羽
六
四
○
～
六
五
○
文
に
な
る
。
中
嶋
村
へ

の
割
当
分
一
貫
百
文
が
村
高
に
比
例
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
中
島

村
の
負
担
割
合
は
五
・
九
三
％
な
の
で
（
中
島
村
の
村
高
二
七
一
石
余
、
「
組
合
」
全

体
の
村
高
が
四
五
七
四
石
余
）
、
組
合
全
体
で
は
約
十
八
貫
五
○
○
文
と
な
る
。
玉
子

二
三
個
と
す
る
と
鶏
十
八
羽
が
十
五
貫
七
○
○
文
余
、
一
羽
約
八
七
○
文
に
な

る
。
「
金
井
鴫
村
の
組
」
で
も
同
じ
仮
定
で
計
算
を
す
る
と
、
金
井
鴫
村
の
負
担
割
合

十
八
・
七
％
な
の
で
（
数
値
は
注
皿
を
参
照
）
、
全
体
で
は
約
十
九
貫
二
五
○
文
と
な

り
、
玉
子
代
を
引
い
て
鶏
十
七
羽
で
十
六
貫
五
○
○
文
、
一
羽
約
九
七
○
文
と
な

る
。
鶏
の
値
段
に
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
一
つ
の
試
算
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。

（
訂
）
国
史
大
事
典
「
餌
さ
し
」
の
項

（
銘
）
小
田
原
市
史
通
史
編
三
六
一
頁
。
ま
た
瀬
戸
家
文
書
・
村
入
用
一
二
に
「
（
宝
暦

十
三
年
）
十
二
月
四
日
よ
り
五
日
昼
過
一
、
弐
百
五
十
文
公
儀
烏
さ
し
弐
人

泊
り
体
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

（
調
）
瀬
戸
家
文
言
「
諸
御
入
用
井
割
出
控
」
（
横
帳
◇
村
入
用
二
）
に
「
上
吉
田
鴫

村
名
主
源
左
衛
門
殿
」
と
あ
る
。

（
㈹
）
前
掲
注
８
「
若
命
文
男
家
文
書
」

一

、

鯛

八

枚

目

下

壱

尺

五

寸

壱

枚

二

付

但

代

銀

百

弐

拾

弐

匁

四

分

拾

五

匁

三

分

－ワワー
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（
妃
）
「
朝
鮮
人
来
朝
二
付
御
用
向
諸
事
控
帳
」
含
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ⅱ
史

料

番

号

三

八

九

）

（
“
）
延
享
度
の
事
で
あ
る
が
、
岡
野
村
な
ど
の
村
人
三
人
が
最
乗
寺
の
鶏
を
多
数
盗
み

取
っ
て
「
朝
鮮
人
御
用
に
小
田
原
宿
江
売
」
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
（
「
開
成
町
史
」

近
世
七
六
）
。
鶏
の
売
却
先
が
朝
鮮
人
役
所
で
あ
れ
ば
村
へ
賦
課
し
た
分
以
外
に
も
代

一

、

師

六

本

目

下

壱

尺

代

銀

三

拾

弐

匁

四

分

壱

本

二

付

但

五

匁

四

分

（

中

略

）

是
ハ
右
拾
八
品
相
州
三
浦
郡
浦
郷
組
・
三
崎
組
・
秋
谷
組
・
大
田
和
組
御
領
・
私
領

三
拾
五
ヶ
村
，
５
先
格
ヲ
以
差
出
来
候
分
、
直
段
之
義
ハ
請
負
人
書
出
し
壱
ッ
当
り
直

段
ヲ
以
代
銀
二
而
取
立
て
候
積
り
如
此
候
、
右
当
未
年
朝
鮮
人
来
朝
二
付
相
州
藤
沢
宿

御
賄
所
江
同
国
高
座
郡
・
三
浦
郡
御
料
私
領
村
々
，
５
村
役
二
差
出
候
品
々
、
藤
沢
宿

御
賄
所
請
負
人
壱
っ
当
り
直
段
ヲ
以
、
被
仰
触
次
第
代
銀
差
出
可
申
旨
被
仰
渡
承
知

仕
奉
畏
候
、
（
以
下
略
）

（
“
）
渡
辺
和
敏
前
掲
注
２
論
文

（
⑫
）
「
開
成
町
史
」
通
史
編
で
は
蔬
菜
類
・
豆
類
（
大
豆
・
小
豆
・
枝
大
豆
）
が
提
供

さ
れ
て
い
る
と
す
る
が
（
同
耆
三
五
三
頁
）
、
依
拠
史
料
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で

断
定
は
で
き
な
い
が
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ら
の
提
供
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
玉

子
・
鶏
の
提
供
数
の
間
違
い
や
使
節
の
江
戸
参
向
時
と
帰
国
時
の
混
同
が
あ
り
、
そ

の
外
に
も
疑
問
と
思
わ
れ
る
記
述
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
同
町
史
資
料
編
近
世
に
収

録
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
通
信
使
関
連
の
史
料
に
は
読
み
誤
り
が
少
な
く
な
い
の
で
利
用

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

補
注鶏

と
鶴
の
く
ず
し
字
が
よ
く
似
て
い
て
見
紛
ら
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
か
鶏
を

鶴
と
読
み
誤
っ
て
活
字
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
が
目
に
付
く
。
本
稿
で
引
用
し
た
神

奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
の
朝
鮮
通
信
使
関
連
文
書
・
瀬
戸
家
文
書
・
稲
子
家
文
書
は

そ
れ
ぞ
れ
『
大
磯
町
史
」
・
「
開
成
町
史
」
・
「
小
田
原
市
史
」
に
一
部
分
が
収
録
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
「
鶴
」
と
読
ま
れ
て
い
る
箇
所
（
料
理
献
立
「
煮
物
」
の
箇
所
、
但

し
、
本
稿
で
引
用
し
た
箇
所
と
は
別
の
部
分
、
Ａ
ｌ
①
、
Ｂ
は
全
箇
所
）
は
い
ず
れ
も

「
鶏
」
の
誤
り
で
あ
る
。
『
開
成
町
史
」
通
史
編
の
、
金
井
鴫
村
か
ら
鶴
が
提
供
さ
れ
て

い
る
と
い
う
記
述
も
鶏
を
誤
読
し
た
事
に
よ
る
誤
解
で
あ
る
。
確
認
の
た
め
瀬
戸
家
文

書
と
稲
子
家
文
書
の
当
該
部
分
の
写
真
を
載
せ
て
お
く
（
写
真
図
版
１
，
２
）
。
こ
の
他

に
も
鶏
を
鶴
と
読
ん
で
い
る
資
料
集
が
あ
る
の
で
気
づ
い
た
も
の
を
と
り
あ
え
ず
指
摘

し
て
お
く
。

①
小
田
原
藩
領
・
貞
享
三
年
村
明
細
関
係
史
料

小
田
原
藩
領
で
あ
っ
た
地
域
に
貞
享
三
年
の
村
明
細
が
相
当
数
現
存
し
、
そ
の
大

部
分
が
「
貞
享
三
年
○
○
村
明
細
書
」
や
「
貞
享
三
年
○
○
村
差
出
」
等
の
標
題

で
県
史
や
市
町
史
の
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
貢
租
負
担
の
書
き
上
げ

部
分
に
「
鶴
羽
御
見
分
二
而
御
ぬ
き
取
被
遊
候
」
と
の
項
目
を
記
す
村
が
あ
る
が

金
を
支
払
っ
て
買
い
入
れ
て
い
る
事
に
な
る
が
、
あ
る
い
は
使
節
通
行
に
関
わ
っ
て

多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
く
る
宿
場
と
し
て
の
需
要
に
応
じ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
近
在
の
人
々
に
と
っ
て
は
使
節
の
通
行
が
様
々
な
負
担
を
強

い
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
現
金
獲
得
の
機
会
で
も
あ
っ
た
事
が
窺
わ
れ
る
。
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（
表
５
）
、
こ
の
う
ち
で
原
本
確
認
が
で
き
た
三
点
（
表
５
の
村
名
に
◎
印
）
は
い

ず
れ
も
「
鶴
の
羽
」
の
と
こ
ろ
は
「
鶏
の
羽
」
の
読
み
誤
り
で
あ
っ
た
。
（
写
真
図

版
３
．
４
は
旧
堀
之
内
村
・
旧
蓮
正
寺
村
指
出
帳
の
当
該
部
分
）
。
一
方
で
、
烏
の

名
称
部
分
が
「
に
わ
と
り
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
は
ほ
と
ん
ど
同
文
の
項
目
を
記

す
村
が
あ
り
（
表
５
）
、
そ
こ
で
は
「
鶏
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
管
見
の
限

り
で
は
「
伊
東
市
史
」
所
収
の
一
点
の
み
で
、
他
は
い
ず
れ
も
「
に
わ
と
り
」
「
庭

烏
」
等
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
耆
か
れ
て
い
る
文
字
が
「
鶏
」
で

あ
れ
ば
「
鶴
」
と
紛
ら
わ
し
い
が
、
「
に
わ
と
り
」
「
庭
烏
」
な
ら
ば
読
み
誤
る
こ

と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
原
本
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
残
り
の
史
料
も
同
様
の

誤
読
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

②
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
４
近
世
１
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
永
代
日
記
」
か
ら
の

抜
粋
記
事
（
史
料
番
号
一
六
七
「
寛
文
六
年
十
月
二
十
一
日
）
の
「
一
土
餌
之
代

鶴
西
郡
・
御
厨
共
二
、
自
今
以
後
御
免
被
成
候
事
」
の
「
鶴
」
と
な
っ
て
い
る
所

は
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
架
蔵
の
「
永
代
日
記
」
写
真
版
で
確
認
し
た
と
こ
ろ

「
鶏
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
「
小
田
原
市
史
」
（
通
史
編
近
世
）
で
は
「
足

柄
上
・
下
郡
・
御
厨
の
土
餌
代
鶴
が
御
免
と
な
っ
た
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
の
記
述

が
あ
る
が
内
容
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
ま
た
「
小
山
町
史
」
（
通
史

編
近
世
）
に
は
「
御
厨
・
相
模
国
西
郡
で
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
か
ら
は

鷹
の
餌
で
あ
る
鶉
を
調
達
す
る
こ
と
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
は
村
人

の
手
で
鶉
を
捕
ま
え
て
藩
に
納
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
る

（
同
書
二
二
頁
）
。
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
年
代
と
内
容
か
ら
当
史
料
に
拠
っ
た

（
同
書
一
二
一
頁
）
（

も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
つ
ぎ
に
挙
げ
た
「
一「
延
享
五
年
五
月
須
走
村
よ
り
朝
鮮
通
信
使
へ
鶴

玉
子
献
上
等

免
除
願
い
控
え
」
（
「
小
山
町
史
」
資
料
編
（
近
世
二
）
史
料
番
号
四
一
）
で
「
鶴
」

と
な
っ
て
い
る
部
分
は
い
ず
れ
も
「
鶏
」
で
あ
る
（
小
山
町
立
図
書
館
所
蔵
の
写

真
版
で
確
認
。
史
料
中
傍
線
引
用
者
）
。

乍
恐
書
付
ヲ
以
奉
願
上
候
御
事

一
先
達
而
御
願
申
上
候
通
、
此
度
朝
鮮
人
来
朝
二
附
、
鶴
井
玉
子
可
指
上
旨
被
為

仰
付
候
得
共
、
須
走
村
之
義
ハ
前
々
よ
り
諸
役
御
免
ニ
被
為
仰
付
被
下
置

候
、
殊
四
十
二
年
以
前
亥
降
砂
二
埋
リ
、
今
以
丸
無
開
発
二
御
座
候
而
、
諸
烏

等
住
兼
申
候
、
勿
論
神
職
相
兼
罷
在
候
得
ハ
、
鶴
飼
置
不
申
候
二
附
、
一
切
所

二
無
御
座
候
、
殊
先
年
朝
鮮
人
来
朝
之
節
も
、
三
嶋
宿
御
伝
馬
其
外
御
役
何
二

而
も
御
免
被
成
下
候
二
付
、
此
度
被
為
仰
付
鶴
井
玉
子
之
義
、
何
分
御
用
捨
被

成
下
候
様
二
奉
願
上
候
（
以
下
略
）

ま
た
、
「
静
岡
県
史
」
資
料
編
喝
近
世
５
「
享
保
四
年
七
月
今
秋
の
朝
鮮
使
節
通

行
は
通
し
人
馬
と
す
る
こ
と
等
の
代
官
触
書
」
（
史
料
番
号
二
五
○
）
に
「
当
秋
朝

鮮
人
来
朝
二
付
、
天
和
年
中
三
嶋
宿
泊
・
箱
根
宿
昼
休
、
両
御
賄
所
江
伊
豆
国
よ

り
差
出
候
鶴
・
推
子
・
玉
子
・
魚
類
・
青
物
野
菜
井
菓
類
等
之
儀
、
先
年
之
通
此

度
も
右
両
御
賄
所
江
差
出
候
品
々
国
中
村
役
可
申
付
旨
被
仰
付
候
（
中
略
）
、
村
々

得
其
意
、
鶴
・
推
子
・
玉
子
・
魚
類
・
野
菜
・
水
菓
子
類
共
二
村
々
有
合
候
物
、

請
負
人
方
江
相
応
之
直
段
二
而
代
金
取
之
相
払
可
申
候
、
鶴
・
雄
子
・
玉
子
品
々

村
役
二
差
出
候
心
得
二
而
、
無
滞
売
渡
可
申
候
」
（
傍
線
引
用
者
）
と
あ
る
が
、
原

本
確
認
は
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
事
例
か
ら
判
断
し
て
「
鶏
」
の

誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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表5貞享3年村明細指出帳に「鶴」 ・ 「にわとり」記載のある村一覧

旧村名 文 言 出 典

◎中曽根村鶴羽御見分二而御ぬき取被遊候 A･B

◎堀之内村鶴羽御見分二而御ぬき取被遊候 A･B

◎蓮正寺村鶴之羽御見分上御抜被遊候 A･B

新井村 鶴之尾羽ぬき二毎年御中間衆御廻り被遊候 A･B

金手村 鶴之羽御見分二而御抜取被遊候 A･B

西大井村鶴の羽御見分二て御抜取被遊候 A･B･｢大井町史』資料編近世l(1997年）

宮ノ台村鶴羽御見分二而御ぬき被遊候 B･『開成町史』資料編近世2(1997年）

山北村 庭烏之羽御見分二而御ぬき取被成候 A･B･『山北町史｣史料編近世(2003年）

雑色村 庭鳥羽御用次第御とらせ被遊候 B

西大友村にわとり者御見分二而御取被成候 B･『小田原市史』史料編近世Ⅱ(1989年）

壗下村 庭烏之羽御用次第御見分二而御ぬき被成候 B･｢南足柄市史｣資料編近世I(1988年）

宇佐美村鶏の羽ぬき二御中間衆御廻り、御見分二而御取被成候 「伊東市史」資料編(1962年）

A: 『神奈川県史」資料編5 (1972年）

B: 『相模国村明細帳集成」第三巻(2001年）
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